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【はじめに】 

久喜市役所本庁舎は、昭和５５（１９８０）年に竣工し、本市の行政機能の中

心としての役割を担ってきましたが、竣工から４５年を経過し、建物や設備の老

朽化が進行しているほか、本庁機能の分散配置、職員数の増加による会議室の不

足や執務室の狭あい化といった課題を抱えています。 

これまでの間、本市では、震災発生時における防災拠点としての機能維持に向

けた本庁舎耐震化工事や庁舎の機能維持に係る修繕工事、また、組織改編に伴う

会議室の不足を解消するための会議室棟の増築など、時代に即した対応を行っ

てまいりました。 

そして、将来を見据え、より良い市民サービスの提供や効率的な行政運営の実

現に向けて、市内に分散している本庁機能を集約する増築棟の建設に向けた検

討を進めてきたところです。 

そのような中、増築棟の建設に向けた整備方針を定めるため、久喜市本庁舎増

築棟建設庁内検討委員会を設置し、本庁舎が抱える課題や増築棟の目指す姿を

整理するとともに、増築棟の必要性と現在の本庁舎との連携、場所や規模、概算

事業費の検討を行い、増築棟建設に向けた基本的な考え方や方向性をまとめた、

「久喜市本庁舎増築棟建設基本方針」を策定しました。 
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１ これまでの経緯 

本庁舎の竣工から増築棟建設に向けた取組などの主な経緯については、次

のとおりです。 

 

昭和５５年 ３月  本庁舎竣工 

平成２２年 ３月  １市３町の合併により新久喜市誕生 

平成２３年 ３月  東日本大震災発生 

平成２８年 ３月  本庁舎耐震化工事実施（Ｈ２５年度～Ｈ２７年度） 

令和 ６年 ３月  ・「久喜市公共施設個別施設計画」を改訂 

本庁舎周辺に増築棟を新築し、本庁舎機能を集約する

ことを規定 

・会議室棟を増築 

令和 ６年 ４月  本庁舎整備推進室を設置、本庁舎周辺の土地について、

増築棟建設に向けた関係法令等の制限を確認し、建設候

補地の選定等の作業を開始 

令和 ７年 ７月  庁内検討委員会を設置、増築棟建設に向けた基本的な考

え方、方針の策定に着手 

 

 

２ 本庁舎の概要 

 

  土地所在：久喜市下早見８５番地の３ 

  敷地面積：１０，０７３．９５㎡ 

  区域区分：市街化調整区域 

  用途地域：無指定 

  建ぺい率：７０％（１０％追加あり） 

  容 積 率：２００％ 

  建築面積：３，５８４.１９㎡ 

  延床面積：８，４３８.９５㎡ 

  構  造：鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 

  階  数：６階 

  竣  工：昭和５５（１９８０）年３月 

  配置職員数：約３７０人（竣工時） 

 

 

 

 

  

本

庁

舎 
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３ 本庁舎の課題 

（１）本庁機能の分散配置 

本庁機能が分散していることにより、来庁者の用件や手続が本庁舎だけで

は完了しない場合もあり、市民サービスの中心的な役割を果たせていません。 

また、職員の会議や打合せなどの際には、各施設間を往復する必要がある

など、効率的に業務を実施することが難しい状態にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎鷲宮行政センター 
上下水道部 

教育部 
 

◎栗橋行政センター 
 

◎第二庁舎 
建設部 

まちづくり推進部 
 

◎菖蒲行政センター 

環境経済部 

◎本庁舎 

市長公室 
総合政策部 
総務部 
市民部 
福祉部 
健康スポーツ部 
こども未来部 
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（２）来庁者への配慮不足 

様々な来庁者が、安全で分かりやすく快適に利用していただくための配

慮、設備が不十分な状態です。 

また、パーテーションで十分に区切られていない窓口、相談室の不足な

ど、プライバシーを保護する対策が、十分に行えない状態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な通行スペースを確保するため、十分な大きさのパーテーションで区切る

ことができない窓口 

 

 

（３）施設・設備等の老朽化 

現在の本庁舎は、竣工から既に４５年を経過し、様々な機械設備の老朽

化が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設備の更新工事の状況）      （外壁修繕工事の状況） 
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（４）執務室の狭あい化 

職員の増加に伴い、会議室や打合せスペースが不足しているほか、執務

室内の多くのスペースを文書用のキャビネットや保存箱が占め、十分な通

路を確保できないなど、執務室が手狭な状態です。 

また、リモート会議※用の個室がないなど、多様なワークスタイル※ 

に合わせた執務室の環境整備が遅れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

（狭あいな執務室）      （執務室に積み上げられた保存箱） 

 

 

（５）自然環境への配慮不足 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、温室効果ガスの排出削減が求めら

れている中で、省エネ効果の高い設備等の導入が十分ではないことによ

り、エネルギー効率の低い建物となっています。 

 

 

（６）災害時における業務機能維持への対策不足 

河川の氾濫に伴う洪水が発生した場合、庁舎を浸水から守り、機能不全

となることを防ぐための対策が不十分です。 

 

 

（７）ＩＣＴ※環境の未整備 

無線ＬＡＮ※や電子決裁、ペーパーレス化などに必要なＩＣＴ環境が未

整備のため、業務の効率化や執務スペースの有効活用が図られていませ

ん。 
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４ 増築棟整備等の基本的な考え方 

（１）増築棟整備の必要性 

   現在の本庁舎は、本庁機能の分散配置、来庁者のプライバシーへの配慮不

足、施設・設備等の老朽化、災害時における業務機能維持への対策不足、執

務室の狭あい化、ＩＣＴ環境の未整備といった様々な課題を抱えています。 

   そのような中、行政のＤＸ※を進めることで、これらの課題の一部を解決

することは可能ですが、今後も複雑化する相談業務や対人支援などについ

ては、対面による窓口サービスが必要不可欠であるほか、災害対策機能の向

上を図り市民の暮らしと安全を守るためには、現在の本庁舎の規模や構造

では解決できない課題が残ることとなります。 

   また、１市３町による合併から１５年を経過した久喜市が、市民との協働

の基に更なる飛躍を目指すためには、市民の皆様に久喜市の良いところを

もっと知ってもらい、誇りと愛着を感じて、自らの力で地域をさらに良くし

ていこうと考えていただくことが重要であり、旧市町の枠組みにとらわれ

ない、真のシビックプライド※の醸成が必要であると考えます。 

   そのため、増築棟には、市民の皆様が様々な活動に利用することができ、

人と人との繋がりの場として活用できる「コミュニティスペース」を確保す

るほか、その周囲には、久喜市の歴史や観光スポットをはじめ、市民活動の

成果や久喜市が進める子育て・教育支援の取組など、久喜市の持つ魅力を収

集・発信することができる「情報発信スペース」の整備を検討します。 

   このように、現在の本庁舎が抱える課題を解決し、永続的に発展を続ける

久喜市を目指すためには、本庁機能を集約し、行政機能の拠点としての役割

だけでなく、シビックプライド醸成の中心的役割を担う施設として、増築棟

の建設が必要と考えます。 

 

（２）現在の本庁舎の活用 

  ①現在の本庁舎活用の基本的な考え方 

   現在の本庁舎については、竣工後、４５年を経過し老朽化が進行しており

ますが、耐震化済であることや建物の耐用年数を踏まえ、窓口を含む全ての

本庁機能を増築棟へ移転した後についても、引き続き建物を活用すること

としています。 

   その活用方法として、既に策定済みの久喜市公共施設個別施設計画にお

いては、子育て支援施設等として活用していくとしており、乳幼児健診セン

ターや児童館など、子育て世帯を支援する中心的な役割を担う施設とする

ほか、こどもと本との出会いの場を創出する「子ども図書館」を設置し、学

校図書館と連携した利用体制の整備を図るなど、子育てと教育の充実を目

指す施設とすることを想定しております。 

   また、社会福祉協議会やシルバー人材センターなど、行政機能を補完する

団体の集約を検討し、これらの団体と、より円滑な連携と協力体制を整える

ことにより、きめ細かな配慮の届く市民サービスの提供を目指します。 

   このように、現在の本庁舎については、子育て世帯、高齢者や障がいのあ

る方など、様々な立場の市民の皆様に必要とされる機能やサービスを備え

た施設としての活用を目指します。    
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②増築棟と現在の本庁舎との連携 

   全ての本庁機能を集約した増築棟と子育て支援や福祉、教育などの様々

な機能を備えた現在の本庁舎による、本市の拠点施設としての整備を目指

します。 

   また、市民の皆様が抱える様々な課題や悩みに対して、本庁機能を集約

した増築棟の各部局の担当課と現在の本庁舎に配置する各種団体などの窓

口が密接に連携することにより、切れ目のない一体的なサービスの提供を

目指します。  
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（３）上位計画からの整理 

  ①第２次久喜市総合振興計画 

   本市の中長期的なまちづくりの方向性を示す最上位計画である第２次久

喜市総合振興計画においては、久喜市が目指す「将来像」や将来像の実現に

向けた「基本目標」を定めています。 

   これらの基本目標には、本庁舎が抱える解消すべき課題と関連のある、

「安全・安心」、「地球環境にやさしい」、「持続可能でスマート※」等のキー

ワードが含まれています。 

   増築棟の建設に当たっては、これらのキーワードを踏まえ、第２次久喜市

総合振興計画に即して進める必要があります。 

 

≪第２次久喜市総合振興計画の将来像と基本目標≫ 

将来像 

 

 

 

 

 

基本目標 
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  ②久喜市公共施設個別施設計画 

   本市の公共施設のアセットマネジメントについて定めた久喜市公共施設

個別施設計画において、現在の本庁舎と増築棟について、次のように定めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 取組時期等 （個別施設計画Ｐ６３） 

 想定延床面積 （個別施設計画Ｐ１４４） 
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（４）増築棟の目指す姿 

   本庁機能を集約し、市民サービスの中心的な役割を担う、増築棟の目指す

姿（イメージ）を次のとおりとします。 

 

  ①来庁からお帰りになるまでの全ての時間を快適に過ごせる庁舎 

・来庁者の動線に配慮して窓口を配置し、分かりやすく利用しやすい庁舎

を目指します。 

・来庁者の皆様が安心して快適に過ごせるよう、プライバシーの保護やユ

ニバーサルデザイン※を考慮した庁舎を目指します。 

 

  ②災害時の拠点となる、安全・安心な庁舎 

・高い耐震性を確保するとともに、洪水時においても業務の継続を可能

とするための対策を講じた災害に強い庁舎を目指します。 

・発災後も庁舎機能を維持することができるよう、ライフライン※の確保

された庁舎を目指します。 

 

  ③環境にやさしく経済的な庁舎 

・自然エネルギー※の活用を考慮したデザインや高効率な省エネ機器を

取り入れることにより、エネルギー効率の高い庁舎を目指します。 

・再生可能エネルギー※をはじめとする様々な技術を導入し、温室効果ガ

スの削減を図るとともに、庁舎のＺＥＢ※化を目指します。 

・増築棟を建設する敷地内の緑化を図るとともに、周辺環境と調和した

良好な景観の形成を目指します。 

 

  ④スマートで働きやすい庁舎 

・様々なＩＣＴ技術を導入し、業務の効率化を図るとともに、フリーアド

レス※やＡＢＷ※の考え方を念頭に、職員の多様な働き方の実現を目指

します。 

・組織改編や職員の異動などにも、柔軟に対応できる庁舎を目指します。 

・職員のコミュニケーションの活性化、心身のリフレッシュを図るため

のスペースを備えた快適な庁舎を目指します。 

 

  ⑤全ての市民から愛される開かれた庁舎 

   ・市民の皆様が自由に交流できるコミュニティスペースを設置すること

により、増築棟を「行政手続きだけの場」ではなく、賑わいを創出する

「人と人との繋がりの場」としての整備を目指します。 

   ・久喜市の魅力や市民活動の成果などの様々な情報を発信し、シビック

プライド醸成の中心となる庁舎を目指します。 
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５ 増築棟の建設場所 

  増築棟は、本庁機能を集約する建物を「増築」するものであることから、

本庁舎の周辺に建設することが望ましいと考えます。 

  一方で、増築棟を建設するに当たっては、相応の広さの土地を必要としま

すが、本庁舎の周辺において、まとまった広さの市有地はありません。 

  このような状況を踏まえまして、増築棟の建設場所については、下図の対

象エリアを基本的な検討候補地とし、土地利用の現況や関係法令の規制等を

踏まえ、建物の配置などと合わせて、今後、策定を予定している基本構想に

おいて比較検討を行い、基本計画において決定していきます。 

 

【増築棟の建設対象エリア】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象エリア 

本
庁
舎 
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６ 増築棟の規模 

（１）増築棟の延床面積の試算 

   増築棟の延床面積について、次の基準等を参考に試算しました。 

 【増築棟の延床面積の試算結果】 

基準等 延床面積 

① 地方債同意等基準（総務省） 約 18,000 ㎡ 

② 新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省） 約 16,000 ㎡ 

③ 他自治体における職員1人当たりの床面積を基とした試算 約 19,000 ㎡ 

 ※各基準等による試算方法については、Ｐ１５・Ｐ１６に記載 

 ※上記の延床面積には、執務室だけではなく、通路や階段、会議室などの

面積を含んでおります。 

 

 

（２）増築棟の延床面積について 

   延床面積の試算結果については、参考とする基準等により数値に大きな

差が生じております。 

   増築棟の建設に当たっては、これらの試算結果の内、最も小さい、 

  約１６，０００㎡を上限として、コンパクトでスマートな増築棟を目指す

こととし、今後、策定を予定している基本構想、基本計画において、窓口

の配置やプライバシー保護のための相談室、コミュニティスペースなど、

必要な機能の広さや配置などについて検討を進めます。 
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７ 概算事業費と財源 

（１）概算事業費 

   概算事業費については、近年における他市の新庁舎建設等に向けた取組

の状況などを参考に試算しました。 

延床面積 建設単価 設計・工事監理費等 合計 

約 16,000 ㎡ 

約 100 万円 

 

約 70 万円 

約 10 億円 

約 170 億円 

 

約 122 億円 

  ※建設単価については、埼玉県の北部振興交流拠点の 1㎡当たりの建設単

価を参考としました。 

  ※設計・工事監理費等については、他市の事例を参考として、約 10 億円

としました。 

 

（２）財源について 

   増築棟の建設に当たっては相当の事業費を要するため、自主財源のほ

か、有利な地方債の活用により建設費を確保する必要があります。 

   地方債の活用に当たっては、合併した市町村が活用可能であり、起債額

の４０％から５０％の交付税措置を受けることができる、「合併推進債」

を積極的に活用し、自主財源の支出抑制に努めます。 

 

  【合併推進債について】 

  対 象 事 業：合併に伴う新たな庁舎や道路などを建設する事業 

充 当 率：９０％ 

交付税措置：４０％又は５０％（施設統合など効率化した場合） 

活 用 期 限：令和１１年度中に、増築棟の実施設計に着手することにより

建設費に合併推進債を活用することが可能 

 

（市の負担イメージ） 

一般財源 
（１０％） 
１７億円 

起債（９０％） 
１５３億円 

利息 
元金償還金（５０％） 

７６．５億円 
交付税措置（５０％） 

７６．５億円 

  ※建設費を１７０億円と想定し、施設を統合・効率化した場合には、国から

起債額の５０％分となる７６．５億円の交付税措置を受けられるため、建

設に係る市の負担額を、９３．５億円程度に抑えることが見込まれます。 

  

～ ～ 
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８ 増築棟の事業手法 

  増築棟の建設に当たっては、設計、施工、維持管理をそれぞれ個別に発注

する「従来方式」や民間事業者に設計と施工を一括で発注する「ＤＢ（デザ

インビルド）方式」など、様々な事業手法が想定されます。 

  事業手法については、財政支出の平準化、整備期間、民間ノウハウの活用

可能性などの観点から効率的・効果的な手法を選択することとします。 

 

【事業手法の例】 

種別 特徴 メリット デメリット 

従来方式 

設計、施工、維持管
理について、行政がそ
れぞれ個別に発注す

る。 

・発注者である行政の意向を反映さ
せやすい 

・民間に比べ低金利での資金調達が

可能 

・民間のノウハウを発揮する余地
が限定的 

・発注の都度、入札・契約手続きを
行うため整備までに要する時間
が長期化する 

ＤＢ方式 

民間に施設の設計・
施工を一括して委ね、

行政は資金調達を行
い、施設を所有する。
維持管理は別途発注。 

・設計・施工の一括発注により入札契
約手続きが少なく整備期間の短縮

が可能 
・民間に比べ低金利での資金調達が
可能 

・維持管理は別途発注となるため、

維持管理を考慮した施設整備へ
の工夫・配慮を要する 

ＤＢＯ方式 

民間に施設の設計・

施工・維持管理を一括
して委ね、行政は整備
費と維持管理費を支

払う。 

・維持管理も考慮した効率的な設計・
施工が可能 

・民間に比べ低金利での資金調達が
可能 

・維持管理も含む長期契約となる
ため物価上昇など社会環境への
柔軟な対応に課題がある 

ＰＦＩ方式 
（ＢＴＯ） 

ＰＦＩ事業者が資金
調達を行い、設計・施

工・運営（維持管理）
を行う。施設完成後に
所有権は行政に移転す

る。 

・維持管理も考慮した効率的な設

計・施工が可能 
・民間が資金調達するため行政の初
期投資財源が原則不要 

・維持管理も含む長期契約となる
ため物価上昇など社会環境への

柔軟な対応に課題がある 
・民間の資金調達コストによって
は行政の負担するサービス対価

が割高になる 

リース方式 

リース会社が資金調
達を行い、設計・施

工・維持管理を行う。
施設所有権はリース会
社にあり、行政は賃借

して使用する。 

・施設の所有リスクが無く施設が不
要となったときに容易に手放すこ

とができる 
・民間が資金調達するため行政の初
期投資財源が不要で行政の負担が

平準化される 

・民間の資金調達コストや施設所

有に伴う税負担が賃借料に反映
されるため行政の負担コストが
割高になる 
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９ 増築棟の整備スケジュール 

  増築棟の建設に向けたスケジュールについては、選択する事業手法により

異なりますが、設計・施工を分けて発注する「従来方式」により進める場合

には、令和８（２０２６）年度に基本構想を策定、令和９（２０２７）年度

に基本計画を策定、令和１０（２０２８）年度に基本設計書の作成、 

令和１１（２０２９）年度に実施設計書の作成、令和１２・１３（２０３０ 

・２０３１）年度に建設工事を行い、令和１４年度以降の供用開始を目指す

スケジュールが想定されます。 

 

【従来方式の場合に想定されるスケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

具体的なスケジュールについては、事業手法の選定と合わせて、検討する

こととします。 

 

 

 

 

  

令和 8年度 
（2026） 

基本構想 

令和 9 年度 
（2027） 

基本計画 

令和 10 年度 
（2028） 

基本設計 

令和 11 年度 
（2029） 

実施設計 

令和 12・13 年度 
（2030・2031） 

建設工事 

令和 7 年度 
（2025） 

検討委員会 
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【参考】各種基準等による増築棟延床面積の試算 

 

① 総務省の地方債同意等基準による試算 

内訳 区分 職員数 換算率 
基準面積 

（㎡／人） 

必要面積 

（㎡） 

ア 事務室 

特別職 3 人 20 

4.5 

270.0 

部長・副部長級 26 人 9 1,053.0 

課長級 54 人 5 1,215.0 

課長補佐・係長級 202 人 2 1,818.0 

一般職員 428 人 1 1,926.0 

 713 人 - - 6,282.0 

イ 倉庫・書庫 事務室面積（ア）×13％ 6,282.0 ㎡ 13％ 816.7 

ウ 会議室等 職員数×7.0 ㎡ 713 人 7.0 ㎡ 4,991.0 

エ 玄関・廊下等 （ア＋イ＋ウ）×40％ 4,835.9 

オ 車庫 公用車（特別職・議長・教育長）4台×25 ㎡／1 台 100.0 

カ 議会関係諸室 議員定数（27 人）×35 ㎡／人 945.0 

合 計 17,970.6 

 

② 国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準による試算 

内訳 区分 職員数 換算率 
基準面積 

（㎡／人） 

必要面積 

（㎡） 

ア 事務室 

特別職 3 人 18 

3.3 

178.2 

部長・副部長級 26 人 9 772.2 

課長級 54 人 5 891.0 

課長補佐級 100 人 2.5 825.0 

係長級 102 人 1.8 605.9 

一般職員 428 人 1 1412.4 

 713 人 - - 4,684.7 

イ 付属室 会議室、更衣室、倉庫等 4,313.9 

ウ 設備関係 機械室、電気室等 1,394.0 

エ 車庫 公用車（特別職・議長）4台×18 ㎡／1 台 72.0 

オ 議会関係諸室 議員定数（27 人）×35 ㎡／人 945.0 

カ 玄関・廊下等 （ア～オの計）×40％ 4,563.8 

合 計 15,973.4 
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③ 他自治体事例を参考とした延床面積の試算 

自治体 竣工年 
延床面積

（㎡） 

職員数 

（計画時点） 

職員 1 人当たりの

面積（㎡） 

蕨市 令和 5 年 6,514 315 人 20.67 

八潮市 令和 5 年 14,700 564 人 26.06 

春日部市 令和 5 年 24,261 733 人 33.09 

草加市 令和 5 年 18,205 617 人 29.5 

※職員 1人当たりの面積平均 27.33 

 

久喜市 － 19,486 713 人 27.33 

 

 

※「職員 1人当たりの面積平均」には、職員の執務室だけではなく、市民

の皆様のための待合スペースや通路、会議室、機械室をはじめ、議場を

含む議会機能のためのスペースなど、庁舎に必要な全ての床面積を含ん

だ数値になります。 

 

 

  



17 

 

※用語集 

用語 解説 掲載 
ページ 

リモート会議 
離れた場所にいる人同士が、インターネットや電話
などの通信手段を使用して行う会議のこと 

4 

多様なワークスタイル 
働く場所・時間・雇用形態・仕事の進め方を、柔軟
に選べる働き方のこと 

4 

ICT 
(Information And 
Communication Technology) 

情報通信技術の総称で、業務や学習、生活における
情報の収集・共有・管理を支える技術のこと 

4 

無線LAN 
（Local Area Network） 

自宅やオフィスなどの限定された範囲内において、
コンピューターやプリンターなどをケーブル無し
で接続したネットワークのこと 

4 

行政のＤＸ 
デジタル技術を活用して行政手続のオンライン化
や業務の効率化を進め、住民の利便性の向上と職員
の負担軽減を図る取組のこと 

5 

シビックプライド 
住民が地域に対して抱く「誇り」や「愛着」を基に、
地域をより良くするために、主体的にまちづくりに
関わろうとする「意識」や「心意気」のこと 

5 

持続可能でスマート 
環境負荷を抑えながら、ICTやデータ活用などの技
術で効率的・快適に運用できる仕組みや取組みのこ
と 

7 

ユニバーサルデザイン 
年齢・性別・障害の有無にかかわらず、誰もが利用
しやすいように工夫された設計やデザインのこと 

9 

ライフライン 
電気・ガス・水道・通信など、社会の機能を支える
ために必要な基盤のこと 

9 

自然エネルギー 
再生可能エネルギーの内、太陽光、風力、水力、地
熱などの自然現象から得られるエネルギーのこと 

9 

再生可能エネルギー 
太陽光、風力、水力、バイオマスなど、自然界に存
在し、枯渇せず繰り返し利用できるエネルギーのこ
と 

9 

ZEB 
(Net Zero  
Energy Building) 

省エネ設計と再生可能エネルギーの導入により、建
物年間の一次エネルギー収支を概ねゼロにした建
築物のこと 

9 

フリーアドレス 
職員個人の席をなくし、それぞれの業務内容に合わ
せて、共有デスクやWEB会議ブースなど、オフィス
内の好きな場所を選べるオフィス形式のこと 

9 

ABW 
(Activity Based Working) 

テレワークやサテライトオフィスの活用など、各職
員のその日の業務内容に合わせて、働く場所や時間
を選択できる勤務形態のこと 

9 

 


